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地域森林計画の変更について 

 

１ 変更の根拠 

森林法第５条第５項の規定による地域の情勢の変化によるもの 

 

２ 変更の要旨 

「Ⅱの第６の４ 林道の開設又は拡張に関する計画」 
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森 林 計 画 制 度 の 体 系 図 

 

【政 府】 

 

 

 

 

 

（即して） 

   【農林水産大臣】 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

（民有林）      （国有林） 

            

（即して）       （即して） 

【都道府県知事】       【森林管理局長】 

 

       森林計画区 

      ごとに樹立 

       

       （調整） 

 

 

   （適合して） 

【市町村長】 

 

 

 

 

 

 

   （適合して） 

【森林所有者等】 

 

 

 

 

 

 

 

※森林経営計画については、税制、金融、補助の特例が措置されている。 

森 林 ・ 林 業 基 本 計 画 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・ 森林・林業基本法第 11条 

・ 長期的かつ総合的な政策の方向・目標 

全 国 森 林 計 画 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

－ 

・ 森林法第 4条（15 年計画） 

・ 国の森林関連政策の方向 

・ 地域森林計画の規範 

地 域 森 林 計 画 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・森林法第 5条（10年計画） 

・都道府県の森林関連政策の方向 

・伐採・造林・林道・保安林の整備目標等 

・市町村森林整備計画の規範 

国有林の地域別の森林計画 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・森林法第 7条の 2（10年計画） 

・国有林の森林関連政策の方向 

・伐採・造林・林道・保安林の整備 

の目標等 

市 町 村 森 林 整 備 計 画 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・森林法第 10条の 5（10 年計画） 

・市町村が講じる森林関連政策の方向 

・森林所有者が行う伐採、造林の指針 

森 林 経 営 計 画 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・森林所有者等がその所有する森林につ

いて自発的に作成する具体的な伐採、造林

等の実施に関する 5カ年の計画 

一般の森林所有者に対する措置 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

・伐採の事前届出  

・土地所有者の届出   

・施業の勧告 

・伐採計画の変更命令 
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Ⅰ 計画の大綱 

 

 

１ 森林計画区の概況 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

２ 前計画の実行結果の概要及びその評価 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

３ 計画樹立に当たっての基本的な考え方 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 
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Ⅱ計画事項 

第１ 計画の対象とする森林の区域 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

第２ 森林の整備及び保全に関する基本的な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

第３ 森林の整備に関する事項 

１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

（１）立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（２）立木の標準伐期齢に関する指針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（３）その他必要な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

２ 造林に関する事項 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

（１）人工造林に関する指針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（２）天然更新に関する指針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（３）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（４）その他必要な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 
 

３ 間伐及び保育に関する事項 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（１）間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（２）保育の標準的な方法に関する指針 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（３）その他必要な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

（１）公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域内における施業の方法に関する指針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 
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（２）木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の基準及び当該区域内にお

ける施業の方法に関する指針 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（３）その他必要な事項 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

５ 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項 

（１）林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（２）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（３）路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）の基本的な考え方 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（４）路網の規格・構造についての基本的な考え方 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（５）林産物の搬出方法 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（６）その他必要な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

６ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項 

（１）森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大及び森林施業の共同化に関する方針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（２）林業に従事する者の養成及び確保に関する方針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（３）作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（４）林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（５）その他必要な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

７ その他必要な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

第４ 森林の保全に関する事項 

１ 森林の土地の保全に関する事項 

（１）樹根及び表土の保全その他林地の保全に特に留意すべき森林の地区 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 
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（２）森林の土地の保全のための林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（３）土地の形質の変更に当たって留意すべき事項 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（４）その他必要な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

２ 保安施設に関する事項 

（１）保安林の整備に関する方針 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

（２）保安施設地区の指定に関する方針 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（３）治山事業の実施に関する方針 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（４）特定保安林の整備に関する事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

（５）その他必要な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

３ 鳥獣害の防止に関する事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

４ 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

第５ 保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 
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第６ 計画量等 

１ 間伐立木材積その他の伐採立木材積 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

２ 間伐面積  

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

３ 人工造林及び天然更新別の造林面積 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

４ 林道の開設及び拡張に関する計画 

 

５ 保安林整備及び治山事業に関する計画 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

６ 要整備森林の所在及び面積並びに要整備森林について実施すべき森林施業の方法及び時期 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

 

第７ その他必要な事項 

１ 保安林その他制限林の施業方法 

令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり 

 

２ その他必要な事項 

令和３年１２月２３日樹立の地域森林計画のとおり 

開設 種類 （区分）
位置

（市町村）
路線名 （利用区域面積）

前半５カ
年の

計画箇所
備考

拡張 改良 鳥取市 毛無山 600m - 1箇所 70ha ○ その他

上記以外は令和５年１２月２７日変更の地域森林計画のとおり

（延長及び箇所数）


